
(対大臣｡冨因ﾖ｡政務官）
4月26日 （金）衆。文科委

司法法制部作成

城井崇議員（国民）

〔在学中受験に関する検討の経緯〕

法務省では，平成27年6月の法曹養成制度改革

推進会議決定を踏まえ，関係機関と連携しつつ， 多

数の有為な人材が法曹を志望することに向けた様々
な取組を進めてきた。

そのような取組に関連し（注1 ）， 司法試験制度

については，昨年フ月の与党文科。法務合同部会に

おいて，法曹志望者の経済的・時間的負担の更なる

軽減を図るための方策として、法科大学院改革（注

2）を前提として，法科大学院在学中受験の実現を
含む司法試験制度の見直し（注S) を早期に行うべ
きとの指摘がされたと ころである。

〔結論〕

法務省において， この点について，法科大学院在

学中受験を認める必要性。合理性や， それを実現す

る場合の具体的制度の在り方等の様々な観点から，

法科大学院に関する集中改革の取組を進める文部科

学省と連携しつつ，鋭意検討を行い,法科大学院在

' 且

1問法科大学院在学中受験資；
の導入を決定したのか．法；

各について，誰がそ
努冨リ大庫に問う。



学中受験の導入を含む今般の改正法案を立案し，政

府として法案を閣議決定した上で，国会提出に至っ

たものであるゴー

(注1）法曹養成制度改革推進会議決定に掲げられた検討
課題には，司法試験受験資格の見直しは含まれていない。
(注2）中教審法科大学院等特別委員会において，昨年3
月，法学部に「法曹コース」の設置を奨励し，学部3年
修了時に法科大学院に進学できる仕組みを明確化するな
どの基本的な方向性が取りまとめられた。
これに沿って，文部科学省において，関係法令の改正
も含めた具体的な検討が進められてきている。
(注3）司法試験の受験資格は，現行司法試験法により，
①法科大学院の課程を修了した者，又は，②司法試験予
備試験に合格した者， とされている

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯 |】
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亘
（対大臣．
4月26日

政務官）
･文科委

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

〔前提：現行の司法試験受験資格〕

現行司法試験法では， 司法試験を受験することが

できる者として，①法科大学院を修了した者，②予
備試験に合格した者の2種類が司法試験受験資格と
して定められているところである。

〔法科大学院在学中受験資格導入の趣旨〕

本法案においては，連携法の改正により法科大学
院教育の充実が図られることに伴い，法科大学院在
学中であっても司法試験受験に相応しい一定のしべ
ルの者が養成されることを前提として，更なる時間

的・経済的負担の軽減を図るため，法科大学院課程
の修了を待たずして早期の司法試験受験を可能とす
る迭科大学院在学中受験資格を，新たな司法試験受
験資格として認めるものである。

これにより，現行では法科大学院修了後に司法試
験を受験し，合格した場合でも， 司法修習開始まで
約sか月間の無職の空白期間（ギャップターム）が
生ずるが， この期間が短縮又は解消されることにな
る。

且1

2問法科大学院在学中受験資
内容について．法務萬11大庫

各を導入した趣旨。
こ問う。



〔法科大学院在学中受験資格の内容〕

新たに認める在学中受験資格を取得するために

は，

○法科大学院在学中の者であって，

○所定科目単位を修得し，かつ，一年以内に法科

大学院課程の修了見込みがあることにつき， 当該

大学の学長の認定を受けること

を必要としており，今回の法案が成立した場合に今

後見直しが行われる新たな法科大学院教育課程に沿

って着実に学修した者であれば，法科大学院最終年

次に受験資格を取得することができるような運用を

想定しているJ－

内線■携帯■【責任者：司法法制部司法法制課福原課長 |】
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(対大臣･圓因ﾖ｡政務官）
4月26日 （金）衆。文科委

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

s問司法試験について「決められた一定数を合格
させる試験ではない｡」との法務省の答弁は，
法科大学院入学者の定員を管理する旨の文部科
学省の答弁と矛盾するのではないか，法務副大
臣に問う。

〔推進会議決定で示された法曹の輩出規模〕

平成2フ年6月の法曹養成制度改革推進会議決定
においては，今後，新たに養成し，輩出される法曹

SOO人程度は輩出されるよう，の規模として， 「1

必要な取組を進め」ることとされている。

〔法務省の答弁〕

司法試験委員会においては， この推進会議決定を

踏まえつつ，毎年の司法試験の合格者を決定してい
るものと承知しているとこ ろ,司法試験の合格者は，

あくまでも，実際の試験結果に基づいて， 司法試験

委員会によって決定されるものであって， 「あらか

じめ決められた一定数を合格させる試験でない」旨

の法務省答弁の趣旨は， これを御説明したものであ
駄
一

」
1



〔文部科学省の答弁〕

そして， ご指摘の文部科学省の「法科大学院入学

者の定員を管理する」旨の答弁も， 同じく，推進会

議決定で示された法曹の輩出規模を踏まえた対応と

して述べられたものと考えられるので，法務省の答
弁と文部科学省の答弁は， 何ら矛盾するものではな

｡－」い

【責任者 内線■携帯■司法法制部司法法制課福原課長 |】
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1重商1－~司法試験萎臺芸でぼ~瀧套議決藤どめ’
｜ 夫豆匡匹把風『ど睦言i三露圭亮ぞ,司法’
'---試験囚食否壹決定上室｣Aゐ伽lq_______皇__=_]

司法試験の合格者については，実際の試験結果に

基づいて，法曹となろうとする者に必要な学識及び

その応用能力の有無の観点から， 司法試験考査委員

の合議による判定に基づき， 司法試験委員会が決定
しているものと承知。

御指摘の推進会議決定の内容については， 司法試
験委員会及び考査委員に対し， それぞれの会議の機

会をとらえるなどして， 事務局を通じて適切に報告

がなされているものと承知。

司法試験委員会及び考査委員においては，推進会

議決定等において示された合格者数に関する意見等

を共通の理解とした上で，適切に合格者の決定等を
行っているものと認識。

（但し，考査委員会議は非公開とされている上，

判定に際していかなる事項をどの程度考盧するかは

個々の考査委員に委ねられているので，判定の根拠

を一義的に説明することは困難である｡)」
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|更問2 司法試験を法務省が，法科大学院を文部科｜
｜ 学省がそれぞれ所管している以上，法科大学院｜
I の定数を定めても，結局意味はないのではない｜
I か。
一一一‘■・ ・・・ ‘ローー・■・－－－－‘＝‘■・ ・ﾛ・－一・・・一一一一一一一・ﾛ・－－－，■ロ 1－‘pD－，■． ．･･ ‘ローーーーーー－－－－．.．－－．．_1

法科大学院の定員管理の具体的内容については，

文部科学大臣において，法曹養成制度全般を所管す

る法務大臣との協議を経た上で行われることが想定

されている上，前記推進会議決定を法務・文科両省

が共通の理解とした上で， さらに連携をはかってい

くこととしているので,法科大学院の定数管理には，

合理性があり,かつ十分な意味があると考えてい劃
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皐噸睾
（対大臣。
4月26日

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

4問法科大学院在学中受験資格により司法試験に
合格したが，やむを得ない理由で法科大学院を
修了できなかった場合， 司法修習生となること
ができないのは不当ではないか，法務副大臣に
問う。

〔法科大学院修了を要件とする趣旨〕

現行法上，司法修習生は， 「法科大学院課程を修

了した者又はこれと同等の学識等を有することを判

定する予備試験に合格した者であって，かつ， 司法

試験に合格した者」の中から採用することとされて

いる。

今般の法案により新たに導入する在学中受験資格

により司法試験を受験し，合格した者についても，

（先ほど述べた）法科大学院課程修了後の司法試験

合格者等と同様の能力及び資質を備えていることを
確保する観点から， 司法修習生として採用されるた

めの要件として，法科大学院課程の修了を要件とし

ているところである。

〔結論〕

そうすると，在学中受験資格により司法試験を受

験し，合格した者については， その後，法科大学院

'4



課程を修了しなければ， 司法修習生として採用され

ないこととなる。

これは，①（先ほど申し上げた）法科大学院課程

修了資格により司法試験を受験。合格した者との均

衡という観点からも，②法科大学院を中核とするプ

ロセスとしての法曹養成制度を適切に機能させると

いう観点からも，必要な制度設計であると考えてい
る。

なお，在学中受験資格で司法試験を受験し，合

た後に，やむを得ない事情により，法科大学院

の年度に修了することができなかったとしても 1

年等により，翌年度以降に当該法科大学院の課留 程

を修了することによって， 司法修習生として採用 さ

｜ れることは可能である（注)。したがって，在学

験資格で司法試験を受験し合格した者にとって

度に酷な結果になるものではないと理解して

ou

中

7

い
／

（注）在学中受験資格により司法試験を受験。合格した
者であっても，その後に法科大学院課程を修了せずに中
退等した者については，プロセスとしての法曹養成課程
を経ていないから，司法修習生となることができないと
してもやむを得ないと考えられる。

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯 |】
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皐
（対大臣。

4月26日
政務官）
･文科委

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

〔予備試験の受験状況〕

直近の平成SO年の司法試験予備試験の受験状況
によると，

。予備試験受験者1 1 , 136人のうち，

予備試験出願時，すなわち， 予備試験受験の前年
度時点での自己申告に基づく属性として，
。大学生が， 3， 216人

（受験生に占める割合。

｡法科大学院生が, 1 , 350人

28. 9%)

（受験生に占める割合・

となっている。

12． 1％）

したがって，予備試験受験者のうち，出願時の属
性として， 大学生又は法科大学院生である者が合計
で約4割となっている。

〔－予備試験の受験動機の分析〕

大学生又は法科大学院生である者が予備試験を受
験している動機や目的は必ずしも明らかではない
が，塗務省が平成28年に司法修習生を対象として
実施した予備試験に関するアンケート調査では，予

' ↓

5問予
る実

４
８
０
肯試験を模擬試験として学生が受験してい
誉について．法務富||大臣に問う、



備試験を受験した理由として， 「経済的余裕が十分

ではなく，法科大学院を修了した上で司法試験に合

格することが困難であると思われたから」との回答

を選択した者もいた反面「自分に適性があるか見

極めたり，実力を試したり， 司法試験の雰囲気を掴

むために有効であると考えたから」との回答を選択

した者も多数に及んでおり， （御指摘のように）実

力を試すために予備試験を受験している者が少なか

らずいると推察される。

〔予備試験制度についての検討〕

このような予備試験制度の現状については，平
／ 成、
27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定にお

ては，その受験者の半数近くを法科大学院や大学

が占める上，予備試験合格者の多くが法科大学院

学中の者であるなど，制度創設の趣旨と現在の利

い

生
在
用

状況がかい離しているとの指摘がされているとこ ろ

である。

法務省としては，まずは今般の法科大学院改革 を

文部科学省と十分に連携しつつ， しっかりと進め る

ことが最優先と考えており，予備試験については 7

｜
始かかる改革の実施状況等を踏まえ，文部科学省を

めとする関係機関の意見も聞きながら，必要な検討

を行ってまいりたいと考えているゴ ノ、

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯■
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冥葬桑（対大臣.
4月26日

政務官）
・文科委

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

〔実際の試験結果に基づく司法試験委員会の決定〕

（委員御指摘のとおり， ）予備試験合格資格による

司法試験合格者が増えているが（注1）， 司法試験
の合格者については，実際の試験結果に基づき，法

曹となろうとする者に必要な学識及びその応用能力

を有するかどうかという観点から， 司法試験委員の

合議により適正に判定され， これに基づき司法試験
委員会において適切に決定されるものと承知してい
る。

したがって，御指摘の点も， あくまで，実際の試
験結果に基づく司法試験委員会の決定によるもので
ある。

〔近年の状況について〕

もっとも，近年の司法試験等に関する客観的な状
況として，

○予備試験の合格者数が,増加傾向にあること(注
2）

○予備試験合格資格による司法試験受験者の合格
率が，法科大学院修了資格による受験者の合格率
よりも高いこと （注3）

が見受けられ， これが予備試験合格資格による司法

’ 4
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試験合格者数の増加に結び付いていると見られる

ところであるJ

（注1）予備試験合格資格による司法試験合格者の推移
平成24年58人
平成25年 120人
平成26年163人
平成27年186人
平成28年235人
平成29年290人
平成30年336人
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（注3）予備試験合格資格受験者と法科大学院修了資格受
験者との合格率の比較

予備試験合格資格法科大学院修了資格
平成24年 68.24％ 24.62％
平成25年 71.86％ 25.77％
平成26年 66‘80％ 21.19％
平成27年 61.79％ 21.57％
平成28年 61.52％ 20.68％
平成29年 72.50％ 22.51％
平成30年 77.60％ 24.75％

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯■
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(対大臣｡冒閃ﾖ｡政務官）
4月26日（金）衆。文科委

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

問予備試験合格資格により司法試験を受験し，
法曹となった者の評価について，法務副大臣に
問う。

フ

〔法曹として備えるべき能力を備えている〕

（予備試験合格資格により司法試験を受験‘合格

した者の法曹としての資質・能力等について，様々

な見方があることは承知しているが, ）法務省とし

ては，司法試験に合格し， さらに司法修習を経て法

蕾資格を取得した者については，予備試験合格資格

により司法試験を受験・合格したか，法科大学院修

了資格により司法試験を受験。合格したかを問わ

ず，法曹として備えるべき能力を身につけているも

のと考えている。
、
ぼ
等
格
科
場

rか(菫臺毫曇藍 篁 臺臺室
によって評価されるべきものであり，予備試験合

資格により司法試験を受験。合格した場合と，法
大学院修了資格により司法試験を受験。合格した

合とで，法曹としての能力や有り様を，総体とし

、比較評価することは困難であると考えている｡u
【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯
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(対大臣･巨閃ﾖ･政務官）
4月26日 （金）衆。文科委

司法法制部作成

城井崇議員（国民）

〔予備試験の必要性〕

平成2フ年6月の法曹養成制度改革推進会議決定

で述べられているとおり，予備試験制度は，経済的

事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの
理由により， 法科大学院を経由しない者にも法曹資

格取得のための途を確保するためのものと位置付け

られており，現在においても， そのような法曹資格
取得のための途を確保する必要があり ，予備試験制

度は必要であると考えている。

〔今後の検討〕

もっとも，予備試験制度については，推進会議決

定において，本来の制度趣旨に沿った機能を果たし

ているとされている一方，その受験者の半数近くを

法科大学院や大学生が占める上，予備試験合格者の

多くが法科大学院在学中の者であるなど，制度創設

の趣旨と現在の利用状況がかい離しているとして，
本来の趣旨を踏まえて予備試験制度の在り方を早急
に検討し， その結果に基づき所要の方策を講ずるべ

' J



童ことや，法科大学院の集中的改革の進捗状況に合
－

わせて，法務省において必要な制度的措置を講ずる

ことを検討するとされているところである。

法務省としては，まずは今般の法科大学院改革を
文部科学省と十分に連携しつつ， しっかりと進める

ことが最優先と考えており，予備試験については，

かかる改革の実施状況等を踏まえ， また，文部科学

省を始めとする関係機関の意見も聞きながら， 必要
な検討を行ってまい りたいと考えている

｡』

【責任者 内線■■携帯■司法法制部司法法制課福原課長

2

■】



(対大臣｡圓因ﾖ｡政務官）
4月26日（金）衆。文科委

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

g問予備試験の存在により， 司法試験に合格する
能力を有する者が司法試験受験から排除されて
いるのではないか，法務副大臣に問う。

〔予備試験の意義〕

現行の法科大学院を中核とするプロセスとしての

法曹養成制度においては，法科大学院を経由しない

者は， 司法試験を受験するための要件として，法科

大学院修了者と同等の学識等を有することを確認す

るための予備試験に合格することを求めている。

このような予備試験の存在は， 司法試験の受験を

不当に制限したり排除したりするものではなく，プ

ロセスとしての法曹養成制度の趣旨を守りつつ，幅

広い法曹資格取得のための途を確保しているもので

あり，御指摘は当たらないものと考えている』

【責任者‘司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯■■ ｜】

1
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|更問1 予備試験があることで，本来司法試験に合｜

｜ 重壽撫験 著 雑 ｜
I ている）のではないか。‐______________________________________---------」

予備試験合格者は，法科大学院修了者と同様の能

力及び資質を有していると判断されたものであり，

司法試験考査委員の合議による判断に基づいて司法

試験委員会が司法試験の合格者を決定するに当たり，

法科大学院修了資格に基づく受験者と予備試験合格

資格に基づく受験者とで異なった取扱いは行われて

いないものと承知しているゴー

2



I■■ーl■■ー｡■■ーーー－1■■ー4■■ー■■■－－ーーーーーーーー■■■ー■■■ー4■■ーﾛ■■－1■■ーーｰー一一0■■ ｲ■■ l■■一一一一■■■ーー

|更問2予備試験は， その合格者数を不当に制限し’
1 すぎではないか。
、ーーーーーq■■ ･■■ーー0■■一一・■■一一・■■一■■D ■■■一一・■■ ‘■■、一一一一一■■■－－■■■一一一一一一一一一一一一一．■■一一二

(繰り返しになるが）予備試験は，法科大学院修了

者と同程度の学識能力等を有するかどうかを判定す

ることを目的として行われるものであり， その判定

に当たる予備試験考査委員の合議においても， その

後の司法試験委員会の決定においても，実際の試験

結果に基づいて適切に合格者の判定及び決定を行っ
ているものと承知している。

したがって，不当に制限しているとの御指摘は当

たらないものと考えている｡」

3



零頁桑
（対大臣．
4月26日

政務官）
･文科委

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

…
今梓

画一一

一臣

〔予備試験の位置付け〕

予備試験は，経済的事情や既に実社会で十分な経

験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由
しない者にも法曹資格取得のための途を確保するも
のである。
■■■■■■■■■■■

したがって， 予備試験は， 司法試験を受けよう少

する者が法科大学院の課程を修了したものと同等の
学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基
礎的素養を有するかどうかを判定することを目的と
して実施され，法科大学院課程修了者との同等性を
確認する試験と位置付けられる。

〔司法試験の位置付け〕

他方で， 司法試験は，裁判官，検察官又は弁護士
となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を
有するかどうかを判定することを目的とするもので
ある。

したがって，予備試験と司法試験は， その目的や

1

』



位置付けを異にするものであり ，予備試験存怒由し

た者については，予備試験を通じて法科大学院修了
者との同等性を確認された後に， 司法試験を受験す
ることは当然に予定されている。 （したがって，予
備試験と司法試験が屋上屋を重ねるという批判は当
たらないものと理解している｡）

〔結論〕

仮に，法曹になろうとする者に 何らの条件や制

約を付すことなく，広く司法試験の受験資格を認め
るとすると，それは法科大学院を中核とするプロセ

スとしての法曹養成を見直すものであり， 司法試験
による「点」の選抜を実施しようとするものにほか

ならないから，そのような制度見直しは相当でない

と考えている』

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■霊歸 －ロ
2



冥葬桑
（対大臣。

4月26日
政務官）
・文科委

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

〔予備試験合格資格による司法試験合格者の状況等〕

1 平成SO年の司法試験最終合格者1 , 525人の

うち,予備試験合格資格による者が336人である。

このうち， 司法試験の出願時である前年度の属性

として，法科大学院在学中の者が106人， そのう

ち法科大学院2年次在学中の者がgフ人である。

2 また，空成29年の司法試験最終合格者1 , 543

人のうち，予備試験合格資格による者が290人で

ある。

このうち， 司法試験の出願時である前年度の属性

として，迭科大学院在学中の者が96人， そのうち

法科大学院1年次在学中者が1人， 2年次在学中の
者が84人である。

〔予備試験合格資格による司法試験合格を理由に法科
大学院を中退した人数〕

なお，文部科学省の調査によれば，予備試験合格

資格に基づく司法試験合格を理由に法科大学院を中
退した者は，平成29年度実績でフ5人（注） であ

ると承知している』
1

1 1
1

1

1

濁法乖
径ない学
･大学院に在籍しながらプロセス養成を
1生の人数について,法務畠11大臣に問う．



(注）文科省から各法科大学院に照会して実施した調査結果
○予備試験合格を理由とした中退
21人（平成29年度）

○司法試験合格（予備試験合格資格）を理由とした中退
75人（平成29年度）

(参考）平成29年予備試勵平成29年予備試験合格者について
。最終合格者444人

うち，予備試験出願時である前年度の属性で
法科大学院在学中の者109人
(うち， 法科大学院1年在学中の者4人
同2年在学中の者 104人
同3年在学中の者 1人）

内線■■携帯■■【責任者 司法法制部司法法制課福原課長 |】

2



鰯害白零黙寧蕊 司法法制部作成
城井崇議員（国民）

’2問予備試験合格資格に基づき司法試験を受験
した者の人数と，今後の政府の対応について，
法務副大臣に問う｡ ‐

1

〔予備試験合格資格に基づく司法試験受験者の人数〕
予備試験合格資格で司法試験を受験した者の数
は，平成24年が85人，平成27年がSO1人，
平成SO年が433人となっている。

〔今後の政府の対応〕

予備試験制度の在り方については，平成27年6
月の法曹養成制度改革推進会議決定において，予備
試験については，その受験者の半数近くを法科大学
院生や大学生が占める上，予備試験合格者の多くが
法科大学院在学中の者であるなど，制度創設の趣旨
と現在の利用状況がかい離しているとの指摘がされ
たところである。

法務省としては， まずは今般の法科大学院改革を
文部科学省と十分に連携しつつ，また，文部科学省
を始めとする関係機関の意見も聞きながら， しっか
型と進めることが最優先であり，予備試験について

は,_かかる改革の実施状況等を踏まえ，必要な検討
を行ってまいりたいと考えている』

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯

1

|】



(対大臣｡冨閃ﾖ･政務官）
4月26日 （金）衆・文科委

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

13問国民民主党法案に対する法務省の考え方に
ついて，法務副大臣に問う。

〔国民民主党法案の概要〕

国民民主党が提出された「司法試験法等の一部を

改正する等の法律案」は，

。司法試験の受験資格を法科大学院修了者と予備試

験合格者に限定する制度等を廃止するなどの受験資
格の制限等の廃止

。司法試験に短答式及び論文式の筆記試験に加え，

口述試験を設けるなどの司法試験の方法・試験科目
の見直し

などを内容としているものと承知している。

〔｢点」による選抜方法の問題点〕

旧制度下における， 司法試験という「点」による

選抜の方法については，平成13年6月の司法制度
改革審議会意見書において，

○ 「受験競争が厳しい状態にあり， 受験者の受験

技術優先の傾向が顕著」であるとか，

○ 「学生が受験予備校に大幅に依存する傾向が著

しくなり， 「ダブルスクール化｣， 「大学離れ」の

」



状況を招き，法曹となるべき者の資質の確保に重
大な影響を及ぼすに至っている」

などと問題が指摘されていた。

こうした状況下において，21世紀の司法を支え

る質。量ともに豊かな法曹を輩出するために必要と

なる大幅な司法試験合格者数増を，その質を維持し

つつ図ることは， 「点」による選抜では困難を伴う
ことから，新たに法科大学院を中核とする「プロセ

ス」としての法曹養成制度が導入されたものと理解

しており， この認識は現在も変わっていないところ
である。

〔対案についての法務省の考え方〕

国民民主党が提出された法案については，法科大

学院の修了を司法試験の受験資格としないこととし

ていることから，法学教育。司法試験・司法修習の

有機的な連携の下で多様な人材を法曹として養成す
るというプロセス養成の趣旨が維持されず，有為な

人材が予測可能性が高い状況で安心して法曹を目指
すことができなくなるおそれがあるものと考えてい

る』

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯■

2
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平成31年4月26日 （金）
畑野君枝議員（共産）

衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

〔結論〕

昨年7月に行われた，与党の法務・文部科学合同部会にお

いては， 出席した議員から，

①多様かつ有為な人材確保に向けた制度改革として，地方

の法学部や法科大学院にも配慮しつつ，法学部3年（法曹

コース）在学後に法科大学院2年コースに進学できる制度

（3プラス2）を創設し，その運用を標準化すること

②法科大学院の全国的な定員規模の合理化として，法科大

学院の定員につき， 2， 300人程度の現状規模の範囲内

で， 当面，制度的に管理し，予測可能性の高い養成制度を

実現すること

といった内容と併せて，

③これらの法科大学院改革を踏まえた司法試験の在り方の

見直しとして， 司法試験について，いわゆるギヤップター

ムの解消（法科大学院在学中受験の実現） も含め，必要か

つ速やかな見直しを行うこと

との改革の方向性が具体的に提案され， また，法科大学院を

修了した者の法曹分野に限らない社会での活躍のために必要

な環境整備への取り組みも示され， これらの点に関する意見

交換が行われたが， この改革の方向性に大きな異論はなかっ

たと承知している。

1



平成31年4月26日 （金）
畑野君枝議員（共産）

衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

2問与党の指摘を受けてから法案提出に至るまでの在学
中受験資格導入に関する具体的な検討経過を，法務当
局に問う。

（先ほど申し上げた）昨年7月の与党の法務・文部科学部

会におけるご指摘を踏まえ，法務省においては，在学中受験

資格を認める必要性・合理性や，それを実現する場合の具体

的制度の在り方（注）等の様々な観点から，法科大学院に関

する集中改革の取組を進める文部科学省と連携しつつ，鋭意

検討を行ってきたところである。

その過程では，日本弁護士連合会や法科大学院協会からも

意見・要望を聞きながら，文部科学省と連携して改正法案の

具体的な立案作業を進め，在学中受験資格を導入することを

含め，今般の改正法案の全体的な方向性を固めていったもの

である。

そして，与党における法案審査等を経た上で，今般の改正

法案について，本年3月12日に閣議決定し，国会に提出し

たところである。

(注）例えば，試験科目を含む司法試験・予備試験の内容や，在学
中受験資格の受験可能期間の起算点， 司法修習との円滑な連携の
点等

1



平成31年4月26日 （金）
畑野君枝議員（共産）

衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

羽j等･齢
L) 1云4万一日Ic

本弁護士連合
の経緯や内義

興今肥

法科大学院在学中受験資格の導入については，法務省として，
(先ほど述べたとおり) i去科大学院協会及び日本弁護士連合会
と協議を行なってきたところである。

協議の過程においては，それぞれの団体内部においても検討
が行なわれたところ，その結果，例えば， 日弁連からは，法科
大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度を堅持する
ことが必要であるとして，それを確保するために，

○在学中受験をせずに法科大学院を修了した者について，現
在と同じ受験可能期間を確保すること

○在学中受験による合格者は，法科大学院修了を司法修習生
の採用要件とすること

等の制度上の具体的要望や， 司法試験の実施時期，内容につい

て検討するための会議体の設置の要望がされたところである。
これらの意見を踏まえ，法務省において，更なる制度設計の
識田を詰め， 両団体と様々な形で意見交換を重ねるなどして，
法案提出に向けた具体的準備を進めてきたと ころである。

（参考）法科大学院協会と日本弁護士連合会のスタンス
〔法科大学院協会〕

○法科大学院等の制度改革案について了承。
○平成30年9月15日の臨時理事会において，在学中受験を認め
る制度変更への対応方針を確認。ポイントは以下のとおり。
・ 今般の制度改正により，法科大学院を中核とする法曹養成制度
の再構築を目指すとの方向性には，専門職大学院としての教育が
維持されることを条件として，反対しないが，教育現場への深刻

1



な影響が危‘倶されることから，以卜．の対応を求める。
①3年次の可能な限り遅い時期又は3年次夏休み期間中の司法試
験実施

②司法試験の内容を見直すための会議体の設置
③②の司法試験改革に伴う予備試験の内容見直しや受験資格制限
④多様な法曹を輩出するとの理念に沿った未修者への十分な配慮と
各法科大学院の現状に合った制度運用を可能とすること
平成30年9月20日に上記①から④について，法務省，文部科
学省に申入れ， 同月25日付けで会員校宛てに報告文書を送付
同年1 1月10日の定時総会において，上記9月15日の臨時理
事会で決定された基本方針について承認。

○
○

〔日本弁護|言連合会〕

○ 10月24日の理事会において， 「法科大学院在学中の司法試験
受験を認める制度変更に関する基本的確認事項」を承認。ポイントは
以下のとおり。

． 以下の点について十分な対応がなければ，容易に賛成すること
はできない。

． 以下の点について十分な対応がなければ，容易に賛成すること
はできない。

第1に，法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度
を堅持するとともに，公平性・開放性・多様性の理念が確保される
よう，以下の対応を求める。

①制度上，在学中受験を例外的な位置付けとすること
②在学中受験をせずに法科大学院を修了した者について，現在
と同じ受験可能期間を確保すること

③在学中受験による合格者は，法科大学院修了を司法修習生採
用の要件とすること

④法科大学院の充実した教育が損なわれぬよう，司法試験の実
施時期に配慮すること

第2に，法科大学院関係者及び日弁連関係者を交えた会議体を
設置し，以下について検討することを求める。
①司法試験の実施時期， 内容
②予備試験の内容等

2



平成31年4月26日 （金）
畑野君枝議員（共産）

衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

4問在学中受験資格の導入について，審議会等で議論し
なかった理由を，法務当局に問う。

今般の在学中受験資格の導入については，近年，法曹志望者
の激減が喫緊の課題となっており，法曹志望者数の回復に向け

て聖迅速な対応の必要性が高かったことに加え，法務省として

は，文部科学省と連携して， （平成27年6月の法曹養成制度

改革推進会議決定で定めた）法科大学院の集中改革期間の最終
年である平成30年度中に，文部科学省の進める法科大学院改
革と合わせ＆それを踏まえたパッケージの改革として， 司法試
験制度についても必要な見直しを行うことが必要 と判断した。

このような理由で，法務省としては，文部科学省の法科大学

院改革に関する検討に最大限協力しつつ，在学中受験資格の導
入を含む司法試験制度の見直しの検討を鋭意進めてきたところ

であるが，時間的制約もあり，審議会等での議論を経ることな
く，立案作業を進めてきたものである。

他方，検討の過程では（先ほど申し上げたとおり， ）文部科
学省はもちろん，迭科大学院協会や日本弁護士連合会といった
関係機関の意見を聴取し， その意見等を十分に踏まえた上 で，

具体的な立案作業を行ってきたとこ ろである 0

1



平成31年4月26日 （金）
畑野君枝議員（共産）

衆。文部科学委員会
対法務当局（法制部）

5問在学中受験資格を導入することの検討がまだ不十分
ではないか，法務当局に問う。

〔法科大学院在学中受験資格導入の趣旨・意義〕

本法案においては，連携法の改正により法禾 大学院教育の

充実が図られることに伴い，迭科大学院在学中であっても司

法試験受験に相応しい一定のレベルの者が養成されることを

前提に，更なる時間的・経済的負担の軽減を図るため，法科

大学院課程の修了を待たずして早期の司法試験受験を可能と

する捗科大学院在学中受験資格を，新たな司法試験受験資格

として認めることとしている。

これにより，現行では法科大学院修了後に司

し，合格した場合でも， 司法修習開始まで約8

の空白期間（ギャップターム）が生ずるが， こ

又は解消されることになることが見込まれ，在

導入の意義は大きいものと認識。

法試験を受験

か月間の無職

の期間が短縮

学中受験資格

〔十分な検討に基づくものであること〕

このような見直しは，昨年7月の与党の文科・法務合同部

会において，法科大学院改革を前提として， 法科大学院在学

中受験の実現を含む司法試験制度の見直しを早期に行うべき

との指摘がされたことを受けて，法務省として，文部科学省

と連携しつつ，制度設計に関する検討を進めてきたものであ

る。

その過程においては，丈部科学省による法科大学院改革に

関する検討に協力しつつ， 併せて， 司法試験制度の見直しに

ついて，文部科学省はもちろん， 日本弁護士連合会や法科大

1



学院協会等と必要な意見交換を行うなどしながら，制度見直

しの是非やその方向性を決めるための検討を行った上で，具

体的な制度設計の詳細を詰めてきたところである。

したがって，法科大学院在学中受験資格を導入することの検

討が不十分との御指摘は当たらないものと考える。

〔結論一文科省と連携して対応〕

いずれにしても，今後も，今般の制度改革の着実な実施に

向けて，文部科学省とも十分に連携を図り， 関係者の意見に

もしつかりと耳を傾けてまいりたい。
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平成31年4月26日 （金）
畑野君枝議員（共産）

衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

6問ギャップタームを解消する意義について，法務当局
に問う。

〔現行制度〕

現行制度においては，法科大学院修了資格の場合， 3月

に法科大学院を修了した者が， 5月に司法試験を受験し，

その合格を経て1 1月末に司法修習を開始するまでに，最

短でも約8か月間の無職の空白期間（いわゆるギャップタ

－ム）が一律に生じているところである (注)。

(注）現在においては， 司法修習は，法科大学院修了後8か月後の
毎年1 1月末に開始し，翌年12月中旬に終了している。

〔ギャップタームの問題点〕

このギャップタームについては，法科大学院修了後，最

短でも約8か月もの無職の期間を学生に課すもので，学生

に対して心理的な不安感を強いる上に，時間的・経済的に

も負担を課すものである等の問題が指摘されている。

〔ギャップターム解消の意義〕

したがって， このような空白期間が解消された場合には，

学生に対する不安感を解消し，時間的･経済的負担の軽減
を図ることができるとの利点が牛じる と考えられる。

1



平成31年4月26日 （金）
畑野君枝議員（共産）

衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

弓のために司法試験及び壱

法科大学院修了者にとそ
うて長くなるのではない力

のH弄週朔 少甲で

〔修了資格者について負担が増加するのは不可避〕

現時点で，今回の法案を踏まえた司法試験の実施時期や

司法修習の開始時期がどうなるかは決まっていないが，仮

に，司法修習の開始時期が法科大学院課程の修了直後にな

るとすると，法科大学院修了後あるいは予備試験合格後に

司法試験を受験して合格した者にとっては，現行制度との

比較において，法科大学院課程の修了から司法修習開始ま

での期間が3～4か月程度長くなる結果になること （注1，
2）は確かである。

しかしながら，

験資格を導入し，

この点については，法科大学院在学中受

法曹志望者の時間的･経済的負担を最大

限軽減することによって不可避的に生じるものであり 一
」

フ

れには制度設計としての合理性があると考えている C

（司法修習開始時期が法科大学院課程の修了直後になると

すると， 司法修習修了後の法曹資格の取得時期が，年度初

めの社会における就職動向にも合致することにもなる｡）

〔結論一負担軽減に向けた必要な取組を進める〕

いずれにしても，法改正が実現した後の司法試験の実施

時期， 司法修習の開始時期を含む新たな法曹養成制度の運

用については，文部科学省，最高裁判所など関係機関と十

分に協議して対応してまいりたい。

1



(注1）法科大学院課程を3月に修了後，現在は，その年の1 1月
末に司法修習が開始しているが，仮定した場合では，翌年の
3～4月頃に司法修習が開始することになる。

(注2）改正法に基づき，法学部を3年で早期卒業した場合や法科
大学院に飛び入学した場合は，法科大学院修了後に司法試験
を受験して合格した場合でも，現行（法学部4年，法科大学
院2年， 1 1月末の司法修習開始） より，法学部入学から司
法修習開始までの期間は， 8か月程度短くなる。
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平成31年4月26日 （金）
畑野君枝議員（共産）

衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

8問在学中受験資格を導入することにより，プロセスに
よる法曹養成の理念が崩れるのではないか，法務当局
に問う。

〔在学中受験資格の要件〕

・ 今回の法案では，法科大学院教育の充実（注1）を前提

として，法曹志望者の時間的・経済的負担の軽減を図るた

め，法科大学院在学中の者であって，

○所定科目単位を修得し（注2），かつ，

○ 1年以内に法科大学院課程の修了見込みがあるとして，

当該大学の学長の認定を受けた者

に，新たに， 司法試験受験資格を付与することとしている。

このように，在学中受験資格を取得するためには，少な

くとも1年以上法科大学院課程に在籍し，かつ，厳格な成

績評価がされることを前提に， 司法試験の受験に必要な所

定科目単位を修得することが必要となるのであり，法科大

学院教育を着実に履修した者のみが在学中受験をすること

ができるようになるものと理解している。

〔法科大学院修了が司法修習生の採用要件〕

． 加えて，在学中受験資格で司法試験を受験し合格した者

が， 司法修習生として採用されるためには，法科大学院課

程の修了を要件としている。

〔プロセスによる法曹養成の理念を堅持〕

． このように，今回の法案では，法科大学院を中核とする

プロセスとしての法曹養成の理念を堅持しつつ，法曹志望

者の時間的・経済的負担の軽減を図り，有為な法曹人材の

1



確保を推進しようとするものであるから，プロセスとして

の法曹養成制度の理念を崩すものではないと考えている。

(注1）法科大学院において，法曹となろうとする者に必要な学識
等を酒養するための教育を段階的・体系的に実施すべきことを規
定し，成績評価や修了認定の基準等を法科大学院に義務付けるな
ど。

(注2） 『所定科目単位の修得」の具体的内容は，法務省令で規定す
ることとなっており，法律基本科目や選択科目相当科目として開
講されている科目等について一定の科目及び単位数存志めろきし定の科目及び単位数を定めること
を検討している。
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平成31年4月26日 （金）
畑野君枝議員（共産）

衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

9問今回導入する法科大学院の定員管理について，法務
大臣に期待される役割を，法務当局に問う。

今般の改正法案では，法科大学院の収容定員の総数を始めと

する法曹の養成に関する事項について，法務大臣と文部科学大

臣が相互に協議を求めることができるとの規定が設けられてお

り，法科大学院の定員管理については， この規定に基づいて，

法務大臣と文部科学大臣が協議した結果を踏まえ，文部科学大

臣が法科大学院の学生の収容定員の上限を画する定員管理を行
。ことを予定している。

この法科大学院の定員管理によって，法科大学院の入学希望

者にとって，予測可能性の高い安定した法曹養成制度を実現し

ようとするものであるが，法務大臣は，法曹養成制度全般を所

管し，法曹が活躍するフィールドと密接な関係にある立場から，
妾の状況等0

事項を最もよく知り得る立場にある。

そこで，法務大臣には，主に，法曹需要の状況等の観点から ，

法科大学院の定員管理に関与することが期待されていると 理解
している。

（参考条文）

改正後法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
第13条

1～3 （略）

4 法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育と司法試
験との有機的連携を確保するため、必要があると認めるときは、法科
大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項1言弓
いて、相互に協議を求め、又は大学その他の法曹の養成に関係子弓羅
関の意見を聴く ことがで きる。
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